




































 

第４ 【その他の記載事項】

　

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

表紙の裏面に以下の内容を記載いたします。

　

[投資に際してのご留意事項]

本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われるリスク要因その他の事項については、以下のとおり

であります。

ただし、以下に記載されるリスク要因その他の事項は本社債に関する全てのリスクその他の留意事項を完全に網羅す

るものではありません。当社の「事業等のリスク」については、「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」

に掲げた有価証券報告書および四半期報告書に記載された「事業等のリスク」をご参照ください。

　

●　本社債は、当社子会社であり、本社債の募集の取扱いを行う登録金融機関である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に対す

る預金ではありません。

●　元利金免除リスク









 

(2) 貸倒引当金の状況

当社グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて、

貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提及び見積りと乖離し、貸倒引

当金を大幅に上回り、貸倒引当金が不十分となることもありえます。また、経済状態全般の悪化により、設定し

た前提及び見積りを変更せざるを得なくなり、担保価値の下落、又はその他の予期せざる理由により、当社グ

ループは貸倒引当金の積み増しを行う可能性があります。

　

(3) 業績不振企業の状況







 

９．業務範囲の拡大に伴うリスク

当社グループは、法令その他の条件の許す範囲内で、子会社及び関連会社も含めた業務範囲をグローバルベース

で大幅に拡大しております。当社グループがこのように業務範囲を拡大していけばいくほど、新しくかつ複雑なリ

スクにさらされます。当社グループは、拡大した業務範囲に関するリスクについては全く経験を有していない、又

は限定的な経験しか有していないことがあります。変動の大きい業務であれば、大きな利益を期待できる反面、大
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